
 

佐賀県在宅人工呼吸器使用者等非常用電源整備費給付事業 
（命の 72 時間事業）実施要綱 

 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、人工呼吸器等を使用している障害者・児、児童福祉法第６条の

２第２項に規定する小児慢性特定疾病児童等、難病の患者に対する医療等に関する
法律第 5 条に規定する指定難病患者（以下「障害者等」という。）のうち在宅で生
活する者又は入院中の者で在宅に移行する見込みがあると医師が認める者に対し、
非常用電源整備に係る用具の購入費（ただし、国又は地方公共団体の負担による購
入費の給付が行われていない用具に限る。以下「用具費」という。）を一部給付する
ことにより、災害時等非常時の生命の安全保障を図り、その福祉の増進に資するこ
とを目的として実施する佐賀県在宅人工呼吸器使用者等非常用電源整備費給付事
業（命の 72 時間事業）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
（実施主体） 
第２条 この事業の実施主体は、佐賀県とする。 
 
（対象用具・給付対象者） 
第３条 給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げるものとする。 
２ 給付の対象となる者は、県内に住所を有する障害者等で、在宅で生活する者又は

入院中の者で在宅に移行する見込みがあると医師が認める者のうち、次の各号のい
ずれかに該当するものとする。 

（１）小児慢性特定疾病医療受給者証又は特定医療費（指定難病）受給者証における
人工呼吸器等装着認定（人工呼吸器の使用に限る。）を受けている者のうち、災害
時等に状態を維持するため非常用電源を必要とする者 

（２）身体障害等により非常用電源の必要性が前号の人工呼吸器等装着認定者に相当
すると医師から判断された者のうち、災害時等に状態を維持するため非常用電源
を必要とする者 

（３）気管切開により、生命維持のため医療機器を日常的に使用しており、災害時等
に状態を維持するため非常用電源を必要とする者 

 
（用具費の給付） 



 

第４条 用具費の給付額は、別表に定める給付基準額と現に当該用具の購入に要した
費用を比較して、少ないほうの額とする。 

 
（給付の申請） 
第５条 給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐賀県命の 72 時間

事業給付申請書（様式第１号の１。以下「申請書」という。）を、原則として当該申
請者の居住地を所管する保健福祉事務所長（以下「保健福祉事務所長」という。）を
経由して知事に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 
（１）障害者等が県内に居住していることが確認できる書類 
（２）用具取扱業者が作成した見積書 
（３）用具の概要を明らかにする書類（仕様書等） 
（４）第３条第２項に該当することが確認できる書類（様式第１号の２） 
３ 申請者は、初めて用具費の給付を受けた日が属する年度内に限り、別表の給付基

準額に掲げる金額に達していない場合は、再び用具費の給付申請ができるものとす
る。 

 
（給付の決定） 
第６条 知事は、前条第１項に規定する給付の申請があったときは、速やかに、給付

の適否を決定し、佐賀県命の 72 時間事業給付決定通知書（様式第２号）又は佐賀
県命の 72 時間事業給付却下決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するも
のとし、保健福祉事務所長にも別途その旨を通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により給付することを決定したときは、申請者に対し、佐賀
県命の 72 時間事業給付券（様式第４号。以下「給付券」という。）を交付するもの
とする。 

３ 知事は、障害者等について、第１項の規定による給付の決定をしたときは、当該
障害者等の居住する市町に対し、給付内容等の情報提供を行うものとする。 

 
（申請内容の変更） 
第７条 給付の決定を受けた申請者（以下「受給者」という。）は、給付の決定を受け

た後に当初の申請内容に変更が生じた場合、佐賀県命の 72 時間事業給付変更申請
書（様式第７号）を保健福祉事務所長を経由して知事に提出するものとする。 

 



 

（用具費の請求） 
第８条 受給者は、給付券の交付を受けた後、速やかに用具を購入し、次の各号の書

類を添え、保健福祉事務所長を経由して知事に用具費の請求をするものとする。 
（１）給付券 
（２）用具の購入に係る領収書 
（３）用具の納品書 
（４）佐賀県命の 72 時間事業用具費請求書（様式第５号） 
２ 知事は、前項の請求について、内容を審査した上で不備がない場合は、請求書を

受け取った日から 30 日以内に、給付券に記載された給付決定額を受給者に支払う
ものとする。 

 
（用具費の代理受領請求） 
第９条 前条の規定にかかわらず、受給者と用具取扱業者との間で用具費の請求及び

受領に係る委任がなされているときは、用具取扱業者が受給者に代わって用具費の
請求及び受領を行うことができるものとする。 

２ 前項の規定により、受給者に代わって用具費の請求及び受領を行う用具取扱業者
は、用具の納品の際に、当該受給者が署名した給付券及び委任状の引渡しを受ける
ものとする。 

３ 前項の用具取扱業者が用具費を請求するときは、引渡しを受けた給付券及び委任
状を添付して知事に請求するものとする。 

４ 知事は、前項の請求について、内容を審査した上で不備がない場合は、請求書を
受け取った日から 30 日以内に、給付券に記載された給付決定額を用具取扱業者に
支払うものとする。 

 
（用具の管理） 
第１０条 受給者は、当該用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。 
 
（用具費の返還） 
第１１条 知事は、受給者が前項の規定に違反したとき、給付決定内容と異なる用具

を購入し用具費の給付を受けたとき又は偽りその他の不正行為によって用具費の
給付を受けたときは、当該受給者に対して用具費の給付を受けた額の全部又は一部
を返還させることができる。 



 

 
（給付台帳の整備） 
第１２条 知事及び保健福祉事務所長は、用具費給付事務の執行状況を明らかにする

ため、佐賀県命の 72 時間事業用具費給付申請受付台帳（様式第６号）を整備する
ものとする。 

 
 
（補則） 
第１３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、令和２年 6 月 8 日から施行する。 
 この要綱は、令和３年１２月２４日から施行する。 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 
 
別表（第３条、第４条、第５条関係） 

種目 性能 給付基準額 

人工呼吸器等用自家発
電機、蓄電池、外部バ
ッテリー等 

人工呼吸器等に接続することで、その機
器の稼働が可能な電力を供給できるもの 
ただし、以下のものを除く 
・関連する消耗品、部品や周辺機器単体 
・主な目的が電力供給でないもの（車両
等） 

２００，０００円 
（ただし、既に本事
業による給付を受け
ている場合は、給付
基準額から既給付額
を除いた額） 

 
 


